
区 民 福 祉 委 員 会 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ ５ 日 

墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （区民税の非課税の範囲） 

第１０条 〔略〕 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割の

みを課すべきもののうち、前年の合計所得

金額が３５万円にその者の同一生計配偶者

及び扶養親族（年齢１６歳未満の者及び控

除対象扶養親族に限る。以下この項におい

て同じ。）の数に１を加えた数を乗じて得

た金額に１０万円を加算した金額（その者

が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場

合には、当該金額に２１万円を加算した金

額）以下である者に対しては、均等割を課

さない。 

 （均等割の税率の軽減） 

第１４条 次の各号に掲げる者のいずれかに

該当する納税義務者に対して課する均等割

額は、前条の規定によって課する額からそ

れぞれ当該各号に定める額を減じて得た額

とする。 

⑴ 均等割を納付する義務がある同一生計

配偶者又は扶養親族（年齢１６歳未満の

者及び控除対象扶養親族に限る。） １,

５００円 

⑵ 〔略〕 

 （区民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書） 

第２４条の２ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第４８条の９の７の２において

準用する令第８条の２の２に規定する要件

を満たす場合には、施行規則で定めるとこ

ろにより、当該申告書の提出に代えて、当

該給与支払者に対し、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法（電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって施行規則で定めるも

のをいう。次条第４項及び第３６条の９第

３項において同じ。）により提供すること

ができる。 

 〔同左〕 

第１０条 〔略〕 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割の

みを課すべきもののうち、前年の合計所得

金額が３５万円にその者の同一生計配偶者

及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じて

得た金額に１０万円を加算した金額（その

者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する

場合には、当該金額に２１万円を加算した

金額）以下である者に対しては、均等割を

課さない。 

 

 

 〔同左〕 

第１４条 〔同左〕 

 

 

 

 

⑴ 均等割を納付する義務がある同一生計

配偶者又は扶養親族 １,５００円 

 

 

⑵ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第２４条の２ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が所得税法第１９８条第２項に規定

する納税地の所轄税務署長の承認を受けて

いる場合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、当該給

与支払者に対し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって施行規則で定めるものを

いう。次条第４項において同じ。）により

提供することができる。 

 



５ 〔略〕 

 （区民税に係る公的年金等受給者の扶養親 

 族申告書） 

第２４条の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地に

おいて同項に規定する公的年金等（所得税

法第２０３条の７の規定の適用を受けるも

のを除く。以下この項において「公的年金 

等」という。）の支払を受ける者であって、

扶養親族（年齢１６歳未満の者に限る。）

を有する者（以下この条において「公的年

金等受給者」という。）で区内に住所を有

するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第２０３条の６第１項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。）か

ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところに 

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、区長に

提出しなければならない。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が令第４８条の９の７の３におい

て準用する令第８条の２の２に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 

５ 〔略〕 

 （特別徴収税額） 

第３６条の８ 第３６条の７の規定により徴

収すべき分離課税に係る所得割の額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に掲げる税額とする。 

 ⑴ 退職手当等の支払を受ける者が提出し

た次条第１項の規定による申告書（以下

この条、次条第２項及び第３項並びに第

３６条の１０第１項において「退職所得

５ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第２４条の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地に

おいて同項に規定する公的年金等（所得税

法第２０３条の７の規定の適用を受けるも

のを除く。以下この項において「公的年金 

等」という。）の支払を受ける者であって、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を 

有する者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で区内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、区長に

提出しなければならない。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が所得税法第２０３条の６第６項

に規定する納税地の所轄税務署長の承認を

受けている場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 

５ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３６条の８ 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴ 退職手当等の支払いを受ける者が提出

した次条第１項の規定による申告書（以

下本条、次条第２項及び第３６条の１０

第１項において「退職所得申告書」とい



申告書」という。）に、その支払うべき

ことを確定した年において支払うべきこ

とが確定した他の退職手当等で既に支払

がされたもの（次号及び次条第１項にお

いて「支払済みの他の退職手当等」とい

う。）がない旨の記載がある場合 その

支払う退職手当等の金額について第３６

条の３及び第３６条の４の規定を適用し

て計算した税額 

 ⑵ 退職手当等の支払を受ける者が提出し

た退職所得申告書に、支払済みの他の退

職手当等がある旨の記載がある場合 そ

の支払済みの他の退職手当等の金額とそ

の支払う退職手当等の金額との合計額に

ついて第３６条の３及び第３６条の４の

規定を適用して計算した税額から、その

支払済みの他の退職手当等につき第３６

条の７の規定により徴収された又は徴収

されるべき分離課税に係る所得割の額を

控除した残額に相当する税額 

２ 退職手当等の支払を受ける者がその支払

を受ける時までに退職所得申告書を提出し

ていないときは、第３６条の７の規定によ 

り徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、

その支払う退職手当等の金額について第３

６条の３及び第３６条の４の規定を適用し

て計算した税額とする。 

 （退職所得申告書） 

第３６条の９ 退職手当等の支払を受ける者

で、その退職手当等の支払を受けるべき日

の属する年の１月１日現在において区内に

住所を有する者は、その支払を受ける時ま

でに、規則で定める申告書を、その退職手

当等の支払をする者を経由して、区長に提 

出しなければならない。この場合において、

支払済みの他の退職手当等がある旨を記載

した申告書を提出するときは、当該申告書

に当該支払済みの他の退職手当等につき法

第３２８条の１４の規定により交付される

特別徴収票を添付しなければならない。 

 

２ 前項の場合において、退職所得申告書が

その提出の際に経由すべき退職手当等の支

う。）に、その支払うべきことを確定し

た年において支払うべきことが確定した

他の退職手当等ですでに支払いがされた

もの（次号及び次条第１項において「支

払済みの他の退職手当等」という。）が

ない旨の記載がある場合 その支払う退

職手当等の金額について第３６条の３及

び第３６条の４の規定を適用して計算し

た税額 

 ⑵ 退職手当等の支払いを受ける者が提出

した退職所得申告書に、支払済みの他の

退職手当等がある旨の記載がある場合 

その支払済みの他の退職手当等の金額と

その支払う退職手当等の金額との合計額

について第３６条の３及び第３６条の４

の規定を適用して計算した税額から、そ

の支払済みの他の退職手当等につき第３

６条の７の規定により徴収された又は徴

収されるべき分離課税に係る所得割の額

を控除した残額に相当する税額 

２ 退職手当等の支払いを受ける者がその支

払いを受ける時までに退職所得申告書を提

出していないときは、第３６条の７の規定

により徴収すべき分離課税に係る所得割の

額は、その支払う退職手当等の金額につい

て第３６条の３及び第３６条の４の規定を

適用して計算した税額とする。 

 〔同左〕 

第３６条の９ 退職手当等の支払いを受ける

者で、その退職手当等の支払いを受けるべ

き日の属する年の１月１日現在において区

内に住所を有する者は、その支払いを受け

る時までに、規則で定める申告書を、その

退職手当等の支払いをする者を経由して、

区長に提出しなければならない。この場合

において、支払済みの他の退職手当等があ

る旨を記載した申告書を提出するときは、

当該申告書に当該支払済みの他の退職手当

等につき法第３２８条の１４の規定により

交付される特別徴収票を添付しなければな

らない。 

２ 前項の場合において、退職所得申告書が

その提出の際に経由すべき退職手当等の支



払をする者に受理されたときは、その退職

所得申告書は、その受理された時に区長に

提出されたものとみなす。 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、

 退職所得申告書の提出の際に経由すべき退

職手当等の支払をする者が令第４８条の１

８において準用する令第８条の２の２に規

定する要件を満たす場合には、施行規則で

定めるところにより、当該退職所得申告書

の提出に代えて、当該退職手当等の支払を

する者に対し、当該退職所得申告書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第

２項の規定の適用については、同項中「退

職所得申告書が」とあるのは「退職所得申

告書に記載すべき事項を」と、「支払をす

る者に受理されたとき」とあるのは「支払

をする者が提供を受けたとき」と、「受理

された時」とあるのは「提供を受けた時」

とする。 

   付 則 

 （区民税の所得割の非課税の範囲等） 

第２条の２の３ 当分の間、区民税の所得割

を課すべき者のうち、その者の前年の所得

について第１５条の規定により算定した総

所得金額、退職所得金額及び山林所得金額

の合計額が、３５万円にその者の同一生計

配偶者及び扶養親族（年齢１６歳未満の者

及び控除対象扶養親族に限る。以下この項

において同じ。）の数に１を加えた数を乗

じて得た金額に１０万円を加算した金額

（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を

有する場合には、当該金額に３２万円を加

算した金額）以下であるものに対しては、

第９条の規定にかかわらず、区民税の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）を課

さない。 

２・３ 〔略〕 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例） 

第３条の２ 平成３０年度から令和９年度ま

での各年度分の区民税に限り、法附則第４

払いをする者に受理されたときは、その退

職所得申告書は、その受理された時に区長

に提出されたものとみなす。 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

   付 則 

 〔同左〕 

第２条の２の３ 当分の間、区民税の所得割

を課すべき者のうち、その者の前年の所得

について第１５条の規定により算定した総

所得金額、退職所得金額及び山林所得金額

の合計額が、３５万円にその者の同一生計

配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を

乗じて得た金額に１０万円を加算した金額

（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を

有する場合には、当該金額に３２万円を加

算した金額）以下であるものに対しては、

第９条の規定にかかわらず、区民税の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）を課

さない。 

 

 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第３条の２ 平成３０年度から令和４年度ま

での各年度分の区民税に限り、法附則第４



条の４第３項の規定に該当する場合におけ

る第１７条の規定による控除については、 

その者の選択により、同条中「同条第１項」

とあるのは「同条第１項（第２号を除

く。）」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第４条の４第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の２第

１項（第２号に係る部分に限る。）」とし

て、同条の規定を適用することができる。 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第６条 法附則第３０条第１項に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の法第４４４条第３項に規定する車両

番号の指定（次項から第８項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第３９条第１項の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 表 〔略〕 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第３

９条第１項の規定の適用については、当該

軽自動車が令和２年４月１日から令和３年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和３年度分の軽自動車税

の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条第１項の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 

 

 

表 〔略〕 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この条におい

て「ガソリン軽自動車」という。）のうち

３輪以上のものに対する第３９条第１項の

規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和２年４月１日から令和３年３月

条の４第３項の規定に該当する場合におけ

る第１７条の規定による控除については、 

その者の選択により、同条中「同条第１項」

とあるのは「同条第１項（第２号を除

く。）」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第４条の４第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の２第

１項（第２号に係る部分に限る。）」とし

て、同条の規定を適用することができる。 

 〔同左〕 

第６条 法附則第３０条第１項に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の法第４４４条第３項に規定する車両

番号の指定（次項から第５項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第３９条第１項の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 表 〔略〕 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第３

９条第１項の規定の適用については、当該

軽自動車が平成３１年４月１日から令和２

年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和２年度分の軽自動車

税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２

年４月１日から令和３年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条第１項の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

 表 〔略〕 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この項及び次 

項において「ガソリン軽自動車」という。）

のうち３輪以上のものに対する第３９条第

１項の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が平成３１年４月１日から令和



３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条第

１項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 表 〔略〕 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第３９条第１項の規定の

適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和２年４月１日から令和３年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和３年度分の軽自動車税の種別割に

限り、次の表の左欄に掲げる同条第１項の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 表 〔略〕 

５ 〔略〕 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号 

 に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗 

 用のものを除く。）に対する第３９条第１

項の規定の適用については、当該軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表

の左欄に掲げる同条第１項の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受

ける３輪以上のガソリン軽自動車（営業用

２年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和２年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が令和２年４月１日から令和３年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次の表の左欄に掲げる同条第１

項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

表 〔略〕 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第３９条第１項の規定の

適用については、当該ガソリン軽自動車が

平成３１年４月１日から令和２年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年

４月１日から令和３年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和

３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条第１項の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

 表 〔略〕 

５ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔新設〕 

 



の乗用のものに限る。）に対する第３９条

第１項の規定の適用については、当該ガソ

リン軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和４年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和５年度分の軽自動車税の種別

割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条 

第１項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受

ける３輪以上のガソリン軽自動車（前項の

規定の適用を受けるものを除き、営業用の

乗用のものに限る。）に対する第３９条第

１項の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和３年４月１日から令和４

年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車

税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和５年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条第

１項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第７条 区長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第

２項から第８項までの規定の適用を受ける

３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等

（法附則第３０条の２第１項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。 

２・３ 〔略〕 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅

借入金等特別税額控除の特例） 

第１８条 〔略〕 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき新型コロナウイルス感染症特例法第６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第７条 区長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第

２項から第５項までの規定の適用を受ける

３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等

（法附則第３０条の２第１項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第１８条 〔略〕 

  〔新設〕 

 



条の２第１項の規定の適用を受けた場合に

おける付則第３条の５の２第１項の規定の

適用については、同項中「令和１５年度」

とあるのは「令和１７年度」と、「令和３

年」とあるのは「令和４年」とする。   

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当 

 該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 付則第３条の２の改正規定 令和４年１月１日 

 ⑵ 第１０条第２項、第１４条第１号及び第２４条の３第１項の改正規定並びに付

則第２条の２の３第１項の改正規定並びに次条第３項の規定 令和６年１月１日 

 （特別区民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の墨田区特別区税条例（以下「新条例」という。）第

２４条の２第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の

提供について適用し、施行日前に行ったこの条例による改正前の墨田区特別区税条

例（以下「旧条例」という。）第２４条の２第４項に規定する電磁的方法による同

項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２４条の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第２４条の２第４

項に規定する電磁的方法による新条例第２４条の３第４項に規定する申告書に記載

すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第２４条の２第４項に

規定する電磁的方法による旧条例第２４条の３第４項に規定する申告書に記載すべ

き事項の提供については、なお従前の例による。 

３ 新条例の規定中個人の特別区民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個

人の特別区民税について適用し、令和５年度分までの個人の特別区民税については、

なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。 

 


